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構造改革特別区域計画 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

岡山県久米郡美咲町 

２ 構造改革特別区域の名称 

果実の郷「美咲町」果実酒特区 

３ 構造改革特別区域の範囲 

岡山県久米郡美咲町の全域 

４ 構造改革特別区域の特性 

（１）位置・地勢

美咲町（以下「本町」という。）は、吉備高原の東端に位置し、大部分が山林を占め

る農山村地域を形成している。岡山県のほぼ中央部に位置し、東は美作市、西は真庭

市、南は吉備中央町、岡山市、久米南町及び赤磐市、北は県北の中心都市である津山

市及び勝央町に隣接し、県北部と南部とはＪＲ津山線、本町の中央部を国道 53 号、

東部には国道 374 号、西部には国道 429 号がそれぞれ南北に縦断している。また、東

部では高規格道路美作岡山道路の整備、西部では国道 429 号旭バイパスの整備、中央

部では高規格道路空港津山道路の計画がそれぞれ進められており、都市部への時間短

縮、広域交通網としての利便性・安全性の向上、町内観光施設への観光客の増加につ

いても期待されているところである。 

本町の総面積は 232.17 ㎢で、東部には岡山県三大河川の吉井川が、西部には旭川

が流れ、山間部を縫うように流れる吉井川や旭川、そして、その支流沿いの開けた平

坦地には、市街地や集落が帯状に形成されているほか、山間部にも点在している。久

米郡最高峰の二上（689.1ｍ）をはじめとした山間地となだらかな平坦地が続く地域

である。平坦地や丘陵地の山腹には、水田が棚田状に連なり、「日本の棚田百選」「つ

なぐ棚田遺産」に選ばれた棚田が、中央地域の大垪和(おおはが)西(にし)、旭地域の

小山にある。また、山林など自然とのふれあいの場となる、中国自然歩道、吉備清流

県立自然公園、吉井川中流県立自然公園のほか、郷土自然保護地域（両山寺地域、幻

住寺地域）、林野庁森林管理所が保護する本山寺学術参考保護林がある。 

（２）人口

人口は令和２年（国勢調査）13,053 人で、平成 17 年の市町村合併時と比較すると

3,524 人減少（人口減少率 21.2%）しており、同時期の岡山県全体の人口減少率 3.5%

と比較しても、著しい人口減少がみられ、定住を促進する施策の充実が求められてい

る。 
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（３）気候 

本町は、中国山地からくる内陸型気候と瀬戸内海からくる海洋型気候からなり、平

均気温は 15.5℃で、年間降水量は 1,750 ㎜で穏やかな気候の地域である。降霜期間

は、11 月中旬から４月下旬で、比較的長くなっており、二上山などの標高の高い場所

では、秋から冬にかけての早朝に雲海が広がり、のどかな日本の原風景である農山村

の雰囲気が満喫できる絶景のひとつとなっている。 

（４）地勢・産業 

土地利用については、本町は、吉備高原の東端に位置し、大部分が山林の占める農

山村地域を形成している。平坦地や丘陵地の山腹には、水田が棚田状に連なり 3,227

ヘクタールの農地と、15,458 ヘクタールの山林（天然林 59%、人工林 36%）で占めら

れている。 

観光資源としては、本山寺(ほんざんじ)、両山寺(りょうさんじ)をはじめ由緒ある

神社仏閣や史跡のほか、自然が豊かな「まきばの館」、五千本の桜と一万本のツツジ

が咲き誇る「三休(みやすみ)公園」、レトロな電車と鉱山体験ができる「柵原(やなは

ら)ふれあい鉱山公園」、日本の棚田百選・つなぐ棚田遺産にも選ばれた「小山地区棚

田・大垪和(おおはが)西(にし)棚田」をはじめとする農村の原風景等が観光資源とな

っている。 

本町の主要産業は農林業で、水稲を中心に野菜、果物（主にぶどう）の生産、そし

て畜産も盛んであるが、農林業を取り巻く現状は、高齢化と担い手不足、農林産物の

価格低迷など、厳しい状況にあり、現在国が進めている農地中間管理事業を活用し、

徐々にではあるが農地の集約化がなされているが、農地や森林の荒廃が懸念されてお

り、本町としても様々な施策により、尚一層の農林業の振興に努めていく必要がある。 

（５）地域づくり 

こういった現状の中で、現在本町は、地域住民が主役として自ら能力を発揮し、地

域の課題を克服していくことで、ひと輝くまちを形成していき、また人にやさしく心

豊かに暮らせる安全・安心・安定なまちづくりとして「子どもの笑顔はみんなの幸せ」

を合言葉に住民と行政が協働して推進することで、住民一人ひとりが健康で生きがい

と誇りを持ち、誰もが住み慣れた地域で暮らせるまちの創造に取り組んでいる。 

「住民が主役の協働のまちづくり」「地域の特性を活かしたまちづくり」「みらいに

つなげる持続可能なまちづくり」をまちづくりの基本方針とし、実現に向けた事業を

展開し、基本方針の中の「みらいにつなげる持続可能なまちづくり」については、人

口減少・地域の過疎・高齢化の進展により、多くの地域で集落活動・機能維持が困難

な状況であり、今後、集落を維持していくためには、行政と地域（自主活動組織）が

それぞれの立場で一体となり、地域課題の解消を図っていく「協働のまちづくり」制

度の確立に取り組み、地域の実情に応じたまちづくりを進めているところである。 

現在町内には、13の自主活動組織が結成され、それぞれの地域には、農村景観や暮

らしに根ざした農村文化が残っており、各組織が地域の特色を活かした活動や取り組

みを行っている。 
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さらに、かつての農家の暮らしぶりや農村景観を後世に伝えるため、地域文化の掘

り起こしや継承、新しく自然や農業体験を中心とした世代間や他地域・都市との交流

などを推進し、地域の活性化・連帯感の創造を推進していく必要がある。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

本町の農業は、米価の下落や生産調整、鳥獣被害やその対策などに起因する厳しい

経営環境、集落の過疎や就農者の高齢化などによる担い手不足に直面しており、農地

の荒廃が進んでいる。このことは、地域力の低下だけでなく、土地や自然環境の保全、

里山の水源の涵養など、森林や農地の保水機能にも影響を与えかねないと懸念されて

いる。 

このような中、本町では、農業者や集落で生産する各種の農作物を素材とした加工

品づくりをする６次産業化の動きから、構造改革特別区域内で生産された地域の特産

物の果実を原料とした果実酒製造を行うことで、農産物の高付加価値化、ビジネスの

多角化の良好なツールとして、酒類のもつ様々な潜在力を重要な産業である観光と結

び付けることで、本町における新たな商品開発や新規就農者の確保、また観光産業等

の各産業間の連携を図り、地域の活性化に取り組むことが可能となる。 

これらを実現するためには、本特例措置を活用し、初期投資の少ない小規模な施設

で酒類の製造・販売が可能となるような条件整備を図る必要があり、特区計画の意義

は極めて大きい。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

本町は豊かな自然や昔ながらの人々の営みが映し出される田園風景、そこから生ま

れる高品質な農産物、古来より受け継がれる伝統文化など豊富な地域資源を有してい

る。過疎化の進む農村部を多く抱えている本町は、農業の活性化こそが地域の振興に

つながることから、それぞれの地域の特色を生かしながら、地域住民の創意工夫と知

恵により施策を展開していくことが求められており、これらの地域資源を本構造改革

特区計画の中で、最大限に活用して、人々の心を潤す豊かな農村環境を保護しつつ、

さらに地域を発展させていくため、地域農業と地域交流・観光交流が連携して、活性

化する地域づくりを目指す。 

本町の観光は、山陰と山陽地区に挟まれており、また湯原温泉と湯郷温泉、奥津温

泉といった観光地の中間という通過型であり、観光客の滞在時間は短く、その経済効

果は少ないものである。そこで、農山村の自然や景観など魅力ある地域資源の活用や、

都市住民等との交流の促進に取り組むことによって、本町の観光資源を充分に見ても

らい、観光客の滞在時間を延ばしていくことが目標である。 

具体的には、農作物収穫体験イベントなどの学習機会を創設し、都市部からの来訪

者を迎え入れ、農業に対する理解の促進に努めるとともに、ふるさとの祭り、ふるさ

と宅急便等での伝統文化、食文化の保存と地域振興に取り組み、都市住民との交流を

図る。また、地域において開催するイベントや飲食・宿泊施設等で濁酒を提供するこ
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とも検討する。 

また、特産物を原料とした果実酒をブランド化し、近隣を含めた観光地の特産品と

して農産物直売所等で販売したり、農家民宿などで都市からの交流人口を迎え入れる

環境を整え、地元産の野菜を使った料理の提供や販売を併せ行うことで、安定した生

産と消費につながり「地産地消」の促進も図られる。 

このような事業展開により、農業の振興、ひいては農山村が有する多面的機能を活

用することができ、スローライフを楽しむ「週末滞在型」から第二の人生を歩む「ふ

るさと」にもなることで、本町が掲げている「ひと 輝くまち みさき」の創造を目指

す。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

本特例措置の活用により、都市と農村の交流が拡大することで、交流人口の増加・

観光産業の活性化が見込まれる。また、地域の農産物を活用した地元料理や特産品の

開発を行うことで、地産地消による消費拡大が見込まれる。このことは、農業の活性

化をもたらし、遊休農地拡大の防止にもつながり、農地が持つ本来の多面的機能の回

復をもたらし、豊かな環境を次世代に継承することが可能となる。 

果実酒の製造者２人を目標とし、観光においても、本特例措置の活用による事業の

実施により、令和６年度の観光客約 29 万人から令和 12 年度には 50 万人の目標を掲

げる。 

 

  【果実酒数値目標】 

年 次 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

果実酒 

製造者数 
１人 １人 １人 １人 ２人 

特産酒類 

製造量 
2.2 ㎘ 3.5 ㎘ 3.5 ㎘ 3.5 ㎘ 5.7 ㎘ 

 

【観光客数値目標】 

年 次 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

観光客 

集客数 
30 万人 35 万人 40 万人 45 万人 50 万人 

 

８ 特定事業の名称 

  ７０９（７１０、７１１） 特産酒類の製造事業（構造改革特別区域法第 26 条） 

 



別 紙 １ 

１ 特定事業の名称 

７０９（７１０、７１１） 特産酒類の製造事業（構造改革特別区域法第 26 条） 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

構造改革特別区域内において生産される地域の特産物として指定された果実（梅、ブ

ルーベリー、もも、ライム、ぶどう、スモモ、なし、ゆず、みかん、オレンジ、レモン、

りんご、かき、かりん、キウイフルーツ、イチジク、ザクロ、ポポー、山桜桃梅及びい

ちご又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原料とした果実酒を製

造しようとする者。 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

（１）事業に関与する主体 

上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けた者 

（２）事業が行われる区域 

岡山県久米郡美咲町の全域 

（３）事業の実施期間 

上記２に記載の者が、酒類製造免許を受けた日以降 

（４）事業により実現される行為や施設などの詳細 

上記２に記載の者が、構造改革特別区域内において、地域の特産物として指定された

果実（梅、ブルーベリー、もも、ライム、ぶどう、スモモ、なし、ゆず、みかん、オレ

ンジ、レモン、りんご、かき、かりん、キウイフルーツ、イチジク、ザクロ、ポポー、

山桜桃梅及びいちご又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原料と

した果実酒の提供・販売を通じて、地域の活性化を図るために果実酒を製造する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

当該規制の特例措置により、構造改革特別区域内において、地域の特産物として指定

した果実（梅、ブルーベリー、もも、ライム、ぶどう、スモモ、なし、ゆず、みかん、

オレンジ、レモン、りんご、かき、かりん、キウイフルーツ、イチジク、ザクロ、ポポ

ー、山桜桃梅及びいちご又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原

料とした果実酒を製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造数量基準

（６キロリットル）が２キロリットルに引き下げられ、小規模な主体でも酒類製造免許

を受けることが可能になる。 

これにより、農業経営の多角化を目指す農業者や農業法人の参入、小規模な事業者で

も果実酒の製造・販売を通じ、農林産物の価値を高めた地域ブランドの創出により、本

町独自の６次産業事業による地域の活性化を目指す。 

また、地域資源を活用した果実酒製造により、コミュニティビジネスとしての起業や、



地域のシンボルの創出となり、農村・都市との交流人口の増加、農林産物の地産地消の

拡大など地域の活性化が期待できる。 

なお、当該特定事業により酒類の製造免許を受けた場合も、酒税法の規定に基づき、

酒税納税義務者として必要な申告納税や記帳義務が発生し、税務当局の検査及び調査の

対象とされることから、本町は、無免許製造を防止するために制度内容の広報紙やホー

ムページを通じ、制度内容の周知を行うとともに、酒税法の規定に違反しないよう、指

導及び支援を行う。 

 




